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コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分にかかる
町独自の支援策（令和4年度分）について

　長引くコロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を踏まえ、生活者等への支援を目的に、すでに決定している水
道料金の減額（基本料金（家庭用）の50％）、小中学校給食保護者負担の減額（給食費の50％）に加え、以下のとおり
町独自の支援策に取り組みます。

▶内容／コロナ禍における物価高騰等に伴う家計
への負担や地域経済への影響を鑑み、町内の店
舗限定で使用できる商品券を配付します。
▶対象／町民全員
▶交付額／1人につき5千円

▶問合せ／○商品券事業について
       企画地方創生課 ☎492-2775

　　　　　○商品券の送付について
             地域福祉課 ☎492-2700

　　　　　○商品券取扱店について
       産業観光促進課 ☎492-2749

新規 町民全員を対象に商品券を交付

▶内容／国の事業復活支援金の対象とならない
売上高が減少した町内の事業者に支援金を支給
します。
▶対象／令和3年11月から令和4年3月までのい
ずれかの月の売上高が、平成30年11月から令和

3年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較
して、1％以上30％未満減少した事業者
支給額/1事業者につき20万円
▶問合せ／産業観光促進課 ☎492-2749

継続 事業者への支援金を支給

▶内容／新型コロナウイルス感染症の影響により、
経済的、精神的に不安を抱えながら生活している
妊婦に給付金を支給します。

▶対象／令和4年3月31日時点で妊娠していた方
▶支給額／妊婦1人につき10万円
▶問合せ／保健センター ☎492-2424

新規 妊婦を対象に給付金を支給

▶内容／コロナ禍における物価高騰等に伴う家計
への負担の影響を鑑み、岬町在住の高齢者等に
対して、紙おむつ等の衛生用品の購入費の一部を
支給します。

▶対象／要介護認定3から5の方
▶支給額／1人につき1万円
▶問合せ／高齢福祉課 ☎492-2703

新規 高齢者等（要介護認定3から5の方）を対象に給付金を支給
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▶問合せ／企画地方創生課 ☎492-2775

　今年も5月11日（水）から29日（日）にかけて、町内
15か所で「町長と語ろう！みさきタウンミーティング」
を開催し、387名の方にご参加をいただきました。
　タウンミーティングは、町長が住民のみなさまと
直接語り合う機会を持つことで、まちづくりへのご
理解を深めていただくとともに、みなさまの幅広い
ご意見をまちづくりに反映させることを目的として、
平成22年より開催しています。
　各会場では、身近な問題や日頃まちづくりにつ
いて感じていることなど、数多くのご意見をいただ
きました。それらのご意見につきましては、担当各
課で検討をおこない、町行政にできる限り反映して
まいりたいと考えています。
　今後も住民のみなさまの幅広いご意見をまちづ
くりに反映させ、総合計画に掲げる「みんなでつく
る恵み豊かな温もりのまち“みさき”」を目指してまい
ります。
※なお、会場でご協力をいただきましたアンケート結
果については、町ホームページで公表しています。

■会場でいただいたご意見（114件）

町長と語ろう！第13回みさきタウンミーティングに
ご参加いただきありがとうございました

・ 道路・橋梁・河川の維持管理等に関すること
       20件
・ みさき公園に関すること   18件
・ 防災・防犯に関すること（防災行政無線など）
       　 11件
・ コミュニティバスの運行に関すること 　  7件
・ 環境保全に関すること 　　　　　7件
・ まちづくりに関すること（過疎、地方創生など）
       　  6件
・ 公共・公益施設の維持管理に関すること     6件
・ 道の駅に関すること          5件
・ 企業誘致に関すること
  （関西電力多奈川発電所跡地など）      4件
・ 空き家に関すること  　        4件
・ 行政運営に関すること  　  4件
・ 子育て・教育に関すること  　  4件
・ ふるさと納税に関すること  　  3件
・ 観光振興に関すること       3件
・ 深日航路に関すること        3件
・ 庁舎に関すること   　  2件
・ 交通対策に関すること                  1件
・ 財政に関すること        1件
・その他        5件
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園庭遊びのお知らせ

▶日時／8月23日（火）10時〜11時（要予約）
▶場所／淡輪・深日・多奈川保育所
▶内容／園庭遊び・子育て相談（身体計測もあります。）
▶持ち物／着替え・帽子・お茶・タオル
▶駐車場／各保育所にお問い合わせください。
※雨天時は中止です。 ※新型コロナウイルス感染症の感
染状況等により、中止する場合があります。
▶問合せ／各保育所
○淡輪保育所 ☎494-3567(FAX共）
○深日保育所 ☎492-4955(FAX共）
○多奈川保育所 ☎495-5030(FAX共）

　親子で気軽に遊びに来てください。子どもたちは、「見て・触
れて・感じて!」いろんな事を学びます。保護者のみなさんと一緒
に悩み・考え・学びながら子育てを楽しみましょう。そして大切な
子どもたちを地域で温かく見守り育てていきましょう。

地域の子育て
応援します!

親子の交流・仲間づくりの場
出張ほのぼのクラブ

　親子の交流、仲間づくりの場としてご利用ください。
▶日時／8月24日（水）10時30分〜11時30分
わらべ唄遊び、絵本等の紹介（協力：アップル館）と栄養
士による栄養相談。
▶場所／望海坂第1集会所
▶参加費／1家族につき年間300円（令和5年3月末まで）
▶問合せ／保健センター ☎492-2424

○定例おたのしみ会
▶日時／8月27日（土）14時〜15時
▶内容／工作・よんこく堂

アップル館からお知らせ

※府立図書館、公民館へのリクエストを受け付けています。
※休館日はホームページ「岬町立アップル館」で検索ください。
▶問合せ／アップル館 ☎492-6050（FAX共）

　長い夏休みは読書のチャンス！たくさん本を借りて、気がむいた時にいつでも手に取れるように傍に置いてあ
げてください。
　夏休み中の課題図書の貸し出しは1週間です。

○乳児わらべうた
▶日時／8月28日（日）14時〜14時20分

※らくがきクラブはお休みです。

図書室だより 本の紹介

　淡輪公民館では、大阪府立中央図書館の本
も借りることができます。8月21日（日）は公民館
においてイベントがあるためお休みします。

▶淡輪公民館・図書室 ☎494-0300

もしも徳川家康が総理大臣になったら 著者:眞邊 明人

ペッパーズ・ゴースト 著者:伊坂 幸太郎

教養としての茶道 著者:竹田 理絵

本のリクエストを受け付けています。
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〈開催場所・予約・問合せ〉
保健センター ☎492-2424・2425健 康 スケジュール

※「保健師健康相談」は「各種相談」のページ（15P）に掲載しています。※毎月10日までの健康スケジュールは前月号に掲載しています。詳しくは
「R4年度健康づくり日程表」でお知らせしていますので、1年間大切に保管して健康づくりにお役立てください。

消費税および地方消費税の中間申告について

1.前年実績による中間申告
　令和3年分の確定消費税額に応じて、次の表に
より算出した中間納付税額を記載した「消費税お
よび地方消費税の中間申告書」および「納付書」を
所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記

2.仮決算に基づく中間申告
　「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各
中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算
をおこない、これに基づいて計算した消費税額およ
び地方消費税額により中間申告・納付ができます。

▶問合せ／泉佐野税務署 ☎462-3471

入のうえ、税務署に中間申告書を提出するととも
に、消費税および地方消費税を納付してください。
　なお、令和3年分の確定消費税額が400万円超
となる場合の中間納付税額等については、税務署
までお問い合わせください。

　なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還
付を受けることはできません。（マイナスとなった場合
は、中間申告税額は「0」になります。）また、仮決算
による中間申告書は、提出期限／令和4年8月31日

（水）までに提出してください。 

　個人事業者の方で、令和3年分の確定消費税額（地方消費税額は含みません。）が48万円を超える方
は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。中間申告の方法については、「前年実績によ
る中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」の2つの方法のいずれかによることができます。
　なお、「令和3年分の確定消費税額」とは、令和3年分の確定申告により確定した消費税の年税額をい
い、修正申告もしくは期限後申告を行った場合または更正もしくは決定が行われた場合には、これらによっ
て確定した消費税の年税額をいいます。

令和3年分の
確定消費税額

中間申告・
納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限

48万円超
400万円以下 年1回

令和3年分の確定消費税額の
12分の6の消費税額と

その78分の22の地方消費税額

令和4年8月31日（水）

令和4年9月28日（水）
（振替納税利用の場合の振替日）(注)

（注）新たに振替納税を利用するには納付期限／令和4年8月31日(水)までに、「振替納税依頼書」の提出が必要です。

（注1）生活保護世帯もしくは、70歳以上の方は無料となります。
（注2）上記提出日の1週間前までに、検査容器を保健センターまで取りに来てください。（土・日・祝日はお休みです。）

事業名 対象・定員等 日時・受付 場所・その他

大腸がん検診 満40歳以上の方
8月31日（水）
9時30分〜11時30分、
13時〜14時30分

▶場所／保健センター
※ 費用無料
※ 要予約（注2）

乳がん検診 満40歳以上の方（2年に1回）
▶場所／保健センター
※ 費用500円（注1）
※ 要予約
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ご寄附ありがとうございました

▶問合せ／地域福祉課地域福祉係 ☎492-2700

　オオサコケアプランセンター有限会社様から布マスクのご寄附をいただきました。ご寄附いただいたマス
クはご寄附の趣旨に沿って活用させていただきます。温かな善意に感謝します。

Ⓒ2014 大阪府もずやん

府税のホームページ
府税あらかると

6令和4年（2022年）8月号



　現在、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は、受給資格確認
のために現況届（所得状況届を含む）を提出することになっています。現況届に必要な書類を送付しま
すので、必ず提出してください。
　現況届が未提出の方は、提出されるまでの間、手当を差し止めることがあります。

▶提出期間／8月1日（月）〜12日（金）
▶提出先／岬町役場しあわせ創造部地域福祉課
　なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは下表のとおりです。

▶問合せ／大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課 ☎430-4321
　　　　   または、しあわせ創造部地域福祉課 ☎492-2700

特別障がい者手当／月額27,300円

支給対象 満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい（知的障がいを含む）
があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

支給制限
①病院等に3ヶ月を超えて入院している方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方

障がい児福祉手当／月額14,850円

支給対象 満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい（知的障がいを含む）がある
ため、日常生活に常時の介護を必要とする方

支給制限
①障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方

特別障がい者手当・障がい児福祉手当の
現況届について

福　
祉

手話コーナー ～テーマ「夏」～
花火 すいか（すいかを食べる）

両 手をすぼめて
前に出す。

上へ上げて左右へ開く。 丸めた両手を口の両脇に置き、左右へ動かす。

手話は目で見る言葉です。顔もあわせて表情豊かに表します。
（左右どちらでも大丈夫です。利き手でやってみましょう。）
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▶支給対象者／
①基準日（令和3年12月10日）において、世帯全員
の令和３年分の住民税（均等割）が非課税の世帯
②基準日（令和4年6月1日）において、世帯全員
の令和4年分の住民税（均等割）が非課税の世帯

（①に該当する世帯は除く）
③令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス
感染症の影響により減少し、住民税非課税相当の
収入となった世帯（家計急変世帯）
※いずれも住民税が課税されている方から扶養を
受けている方のみで構成された世帯を除く。

▶受給権者／支給対象者の属する世帯の世帯主
▶申請方法／○支給対象者①および②に該当す
る世帯には、確認書を送付していますので、10月
11日（火）までに返送してください。
○支給対象者③に該当する場合は、10月11日

（火）までに申請が必要です。※申請期限を過ぎ
ますと臨時特別給付金の給付が受けられなくなり
ますのでご注意ください。詳しくは、
岬町ホームページをご覧ください。
▶問合せ／地域福祉課
☎492-2700

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やか
に支援するために、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円給付の臨時特別給付金事業が実施
されています。

お忘れではないですか？
～住民税非課税世帯等臨時特別給付金（10万円/１世帯）～

▶試験職種／消防職員
▶採用人員／11名程度 【内訳】男性8名程度、女性3名程度（女性採用枠は、ポジティブ・アクションに基づく）
■受験資格

▶試験日／（第1次）9月18日（日）
▶場所／大阪公立大学りんくうキャンパス
※第2次試験の日時および場所については、第１次
試験合格者へ後日連絡します。
▶申込書の配布／泉州南広域消防本部総務部総
務課および各消防署にて配布しています。
※ホームページ(https://www.senshu-minami119.
jp/)からもダウンロードできます。

泉州南消防組合職員採用試験

区　分 受　験　資　格

上級 大学卒 平成7年4月2日〜平成13年4月1日
までに生まれた人（22〜27歳）

学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した
人または令和5年3月末までに卒業する見込みの人

初級
短大卒 平成9年4月2日〜平成15年4月1日ま

でに生まれた人（20〜25歳）

学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校
若しくは修業年限2年以上の専修学校を卒業した人
または令和5年3月末までに卒業する見込みの人

高校卒 平成11年4月2日〜平成17年4月1日
までに生まれた人（18〜23歳）

学校教育法による高等学校を卒業した人または令
和5年3月末までに卒業する見込みの人

▶申込方法／8月1日（月）〜8月12日（金）までに泉州
南広域消防本部総務部総務課へ持参または郵送。
※郵送の場合は、8月12日（金）までの消印のあるも
のに限り有効。
▶問合せ・申込先／泉州南広域消防本部総務部
総務課 〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番地
の20 ☎462-1050または、☎469-0119（音声ガイ
ダンス後、「2」）

お らし せ

※上記表中の年齢は、令和５年４月１日現在の年齢です。
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昨
年
、大
阪
府
内
で
発
生
し
た

食
中
毒
発
生
件
数
第
１
位
は
カ

ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
を
原
因
と
す
る

も
の
で
す
。

　

流
通
し
て
い
る
生
の
鶏
肉
の

60
％
以
上
が
、こ
の
菌
で
汚
染
さ

れ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま

す
。食
中
毒
を
防
ぐ
に
は
、肉
の

中
心
ま
で
し
っ
か
り
加
熱
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

鶏
肉
は「
生
で
食
べ
た
ら　

あ

カ
ン
！
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
」を
守
り
、

安
全
に
、美
味
し
く
食
べ
ま
し
ょ

う
！

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
泉
佐
野
保

健
所
生
活
衛
生
室
衛
生
課 

☎

４
６
４

−

９
６
８
８

募　
集

～
食
育
セ
ミ
ナ
ー「Berry
げ
ん
き

隊
」参
加
者
募
集
！
～

　

Berry

げ
ん
き
隊
は
、食
と
健

康
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。家
族
み
ん
な

で
、こ
こ
ろ
も
か
ら
だ
も
健
康
に

キ
レ
イ
に
な
れ
る
ひ
と
工
夫
を
一

緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
。ぜ
ひ
、ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎

４
９
２

−

２
４
２
４

▼
募
集
概
要
／
空
調
設
備
科（
10

月
入
校
）、募
集
定
員
：
20
名（
18

歳
以
上
）

▼
募
集
日
程
／（
９
月
選
考
①
）

願
書
受
付
：
７
月
20
日(

水)

～
８

月
23
日（
火)

、（
９
月
選
考
②
）願

書
受
付
：
８
月
24
日(

水)

～
９

月
８
日(

木)

※
い
ず
れ
も
原
則
と

し
て
居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
で
受
付
し
ま
す
。

▼
入
校
選
考
料
／
２
２
０
０
円

▼
問
合
せ
／
和
泉
市
テ
ク
ノ
ス

テ
ー
ジ
２

−

３

−

５ 

大
阪
府
立
南

大
阪
高
等
職
業
技
術
専
門
校 

http://w
w

w.pref.osaka.lg.jp/
tc-m

iosaka/ 

☎
０
７
２
５

−

53

−

３
０
０
５
、
０
７
２
５

−

53

−

３
０
１
５

▼
開
催
日
／
７
月
21
日（
木
）～

８
月
21
日（
日
）

▼
対
象
／
小
学
生（
主
に
３
～
６

年
生
）

▼
参
加
費
／
無
料

▼
参
加
方
法
／
オ
ン
ラ
イ
ン「
献

血
お
も
し
ろ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」ペ
ー
ジ

の
フ
ォ
ー
ム
よ
り
申
し
込
み

※
夏
休
み
の
宿
題「
自
由
研
究
」

に
ぴ
っ
た
り
の
イ
ベ
ン
ト
を
オ
ン

ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
。動
画
視
聴

後
、ク
イ
ズ
＆
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お

答
え
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
、

抽
選
で
１
０
０
名
様
に
け
ん
け
つ

ち
ゃ
ん
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
具
セ
ッ
ト

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
赤
十
字
血

液
セ
ン
タ
ー
推
進
課（
土
・
日
曜

第
25
回 
「
献
血
お
も
し
ろ

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

咬
ま
れ
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、長
期
間
屋
外
に
放
置
し
て
い

る
長
靴
や
ス
リ
ッ
パ
の
中
に
生
息

し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、注
意
が

必
要
で
す
。

■
主
な
生
息
場
所

　

排
水
溝
の
ふ
た
の
裏
、植
木
鉢

や
プ
ラ
ン
タ
ー
の
持
ち
手
や
裏
、

日
当
た
り
が
良
く
暖
か
い
と
こ
ろ

に
住
ん
で
い
ま
す
。

■
駆
除
方
法

　

駆
除
す
る
時
は
、必
ず
厚
手
の

手
袋
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
ク
モ
：
直
接
、市
販
の
家
庭
用

殺
虫
剤（
ゴ
キ
ブ
リ
用
ピ
レ
ス
ロ
イ

ド
系
）を
噴
霧
し
て
く
だ
さ
い
。

○
卵
：
殺
虫
剤
で
は
効
果
が
な
い

の
で
、く
つ
で
踏
む
な
ど
し
て
つ
ぶ

し
て
く
だ
さ
い
。

■
咬
ま
れ
た
時
の
処
置

　

傷
口
を
流
水
で
洗
い
、患
部
を

冷
や
し
な
が
ら
医
療
機
関
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。（
咬
ま
れ
た
ク
モ

を
殺
し
て
持
参
す
れ
ば
、適
切
な

治
療
に
つ
な
が
り
ま
す
。）

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
泉
佐
野
保

健
所 

生
活
衛
生
室 

衛
生
課
☎

４
６
２

−

７
９
８
２

日
、祝
日
除
く
９
時
～
17
時
） 

☎

06

−

６
９
６
２

−

７
６
５
４

　

夏
休
み
中
の
宿
題
や
受
験
勉
強

に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

岬
町
内
施
設
に
て
自
習
ス
ペ
ー
ス

を
開
放
し
ま
す
。開
放
期
間
や
時

間
は
、各
施
設
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
開
放
施
設
／
淡
輪
公
民
館
、岬

町
青
少
年
セ
ン
タ
ー

▼
問
合
せ
／
生
涯
学
習
課 

☎

４
９
２

−

２
７
１
５

　

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
体
長
１
ｃｍ

く
ら
い
の
黒
い
ク
モ
で
背
中
に
赤

い
帯
状
の
模
様
が
あ
り
ま
す
。強

い
毒
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、攻
撃

性
の
な
い
お
と
な
し
い
ク
モ
で
す
。

素
手
で
触
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
、

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

府
立
南
大
阪
高
等
職

業
技
術
専
門
校 

生
徒

募
集・見
学
会
開
催

岬
町「
夏
の
自
習

ス
ペ
ー
ス
」を
今
年
も

開
放
し
ま
す
！

ち
ょっ
と
し
た
知
識
と

工
夫
で
、ス
ト
レ
ス
フ

リ
ー
で
素
敵
な
食
卓
へ

そ
の
他

鶏
肉
は
生
で
食
べ
た
ら

あ
カ
ン
！
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
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悩
ん
で
い
る
」等
、働
く
方
、雇
用

す
る
方
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
労
働

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。ま

た
、テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
相
談

も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時
／
月
～
金
曜
日
の
９
時
～

18
時（
12
時
15
分
～
13
時
を
除
く
）

▼
場
所
／
エ
ル
・
お
お
さ
か
南
館

３
階

▼
相
談
方
法
／
電
話
、面
談
ま
た

は
オ
ン
ラ
イ
ン

▼
相
談
・
問
合
せ
・
予
約
／
☎
06

−

６
９
４
６

−

２
６
０
０

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど

の
災
害
時
に
、全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）か
ら
送
ら

れ
て
く
る
国
の
緊
急
情
報
を
、岬

町
防
災
行
政
無
線
を
通
じ
て
町
民

の
み
な
さ
ま
へ
確
実
に
お
伝
え
す

る
た
め
、全
国
一
斉
に
行
わ
れ
る
情

報
伝
達
訓
練
に
参
加
し
ま
す
。

▼
訓
練
日
時
／
９
月
２
日（
金
）

○
13
時
30
分
：
訓
練
一
斉
開
始

○
13
時
33
分
頃
：
大
津
波
警
報

発
表
※
訓
練
用
の『
緊
急
速
報

メ
ー
ル
／
エ
リ
ア
メ
ー
ル
』が
携
帯

電
話
な
ど（
対
応
機
種
の
み
）に
届

き
ま
す
。

■
注
意
事
項
等

○
緊
急
地
震
速
報
の
ブ
ザ
ー
音
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
着
信
音
が
鳴

り
ま
す
。映
画
館
等
で
は
電
源
を

O
F
F
に
す
る
か
、予
め
鳴
動
し
な

い
よ
う
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

○
大
阪
府
全
域
向
け
の
メ
ー
ル
送

信
に
続
い
て
、２
回
目
の
メ
ー
ル
を

送
信
す
る
市
町
村
が
あ
り
ま
す
。

▼
訓
練
の
目
的
／
本
訓
練
は
、一

人
ひ
と
り
が
、事
前
に
考
え
、行
動

し
、再
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
も
の
で

す
。訓
練
前
は
地
震
や
津
波
が
発

生
し
た
と
き
に
、ど
の
よ
う
な
行

動
を
す
る
か
を
考
え
、訓
練
当
日

に
実
践
し
、訓
練
後
に
再
確
認
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、防
災
に
つ
い

て
考
え
、備
え
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▼
日
頃
か
ら
の
備
え
の
例
／

○
背
の
高
い
家
具
な
ど
を
留
め
具

で
固
定
し
、家
の
中
に「
安
全
空

間
」を
作
り
ま
し
ょ
う
。

○
す
ぐ
に
避
難
で
き
る
よ
う
、非

常
持
ち
出
し
品（
食
料
品
や
飲

料
、ラ
ジ
オ
、懐
中
電
灯
な
ど
。電

池
や
消
費
期
限
も
点
検
し
ま
し
ょ

う
。）を
予
め
準
備
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

○
避
難
後
に
再
会
す
る
場
所
を
あ

ら
か
じ
め
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
内
閣
府
防
災
関
連
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
大
阪
府（
府
民
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
）☎
06

−
６
９
１
０

−

８
０
０
１

※
訓
練
当
日
は
、電
話
が
つ
な
が

り
に
く
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。な
る
べ
く
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

～
P
O
I
N
T
～

■
外
出
時

〇
夜
間
は
な
る
べ
く
人
通
り
が

多
い
明
る
い
道
を
と
お
り
ま
し
ょ

う
。

〇
防
犯
ブ
ザ
ー
を
持
ち
歩
き
ま

し
ょ
う
。

〇
ス
マ
ホ
を
操
作
し
な
が
ら
歩
く

等
の「
な
が
ら
歩
き
」は
危
険
で
す
。

（
犯
人
に
狙
わ
れ
ま
す
。）

■
帰
宅
時

〇
自
宅
に
入
る
際
に
注
意
！！
必

ず
周
囲
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

〇
階
段
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
共

用
部
分
で
は
不
審
者
が
い
な
い
か

よ
く
気
を
つ
け
て
。

〇
帰
宅
す
れ
ば
す
ぐ
に
カ
ギ
を
し

め
ま
し
ょ
う
。

■
在
宅
時

〇
ス
マ
ホ
に
よ
る
盗
撮
事
案
が
増

え
て
い
ま
す
。入
浴
中
は
窓
を
閉

め
ま
し
ょ
う
。

〇
来
訪
者
と
は
、ま
ず
、イ
ン
タ
ー

ホ
ン
等
で
対
応
し
、相
手
が
確
認

で
き
る
ま
で
カ
ギ
を
開
け
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

〇
外
か
ら
部
屋
の
中
が
見
え
な
い

よ
う
に
、カ
ー
テ
ン
等
を
活
用
し

ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
泉
南
警
察

署
・
泉
南
警
察
署
管
内
防
犯
協

会 

☎
４
７
１

−

１
２
３
４

　

大
阪
府
の
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー

で
は
、「
賃
金
を
払
っ
て
く
れ
な

い
」、「
職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

お らし せ

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
の

試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す

大
阪
府
の「
労
働
相
談

セ
ン
タ
ー
」の
ご
案
内

■
放
送
日
時

８
月
10
日（
水
）11
時
頃

■
情
報
伝
達
手
段

岬
町
防
災
行
政
無
線

■
放
送
内
容

○
開
始
チ
ャ
イ
ム
音

○「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
。」×
３
回

○「
こ
ち
ら
は
岬
町
役
場
で
す
。」

○
終
了
チ
ャ
イ
ム
音

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震
・
津
波

や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

▼
問
合
せ
／
ま
ち
づ
く
り
戦
略

室 

危
機
管
理
担
当 

☎
４
９
２

−

２
７
５
９

大
阪
8
8
0
万
人

訓
練

性
犯
罪
被
害
防
止

対
策
の
推
進

10令和4年（2022年）8月号



め
、「
こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
」へ

に
げ
こ
み
ま
す
。

④
だ
れ
と
ど
こ
で
遊
ぶ
か
、い
つ
帰

る
か
を
家
の
人
に
言
っ
て
か
ら
出

か
け
ま
す
。

⑤
お
友
だ
ち
が
つ
れ
て
行
か
れ
そ

う
に
な
っ
た
ら
、す
ぐ
に
大
人
の

人
に
知
ら
せ
ま
す
。

　
「
一
人
で
遊
ば
な
い
」「
知
ら
な
い

人
に
つ
い
て
い
か
な
い
」な
ど
、こ

ど
も
た
ち
に
犯
罪
か
ら
自
分
の
身

を
守
る
方
法
を
教
え
ま
し
ょ
う
。

　

こ
ど
も
の
様
子
を
う
か
が
う
、

車
か
ら
こ
ど
も
に
話
し
か
け
る
な

ど
の
不
審
者
を
見
か
け
た
ら
、こ

ど
も
を
守
り
、す
ぐ
に
警
察
に
通

報
し
ま
し
ょ
う
。

※
こ
ど
も
た
ち
が
登
下
校
や
遊

び
で
外
出
す
る
際
に
は
、防
犯
ブ

ザ
ー
や
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
持
た
せ
、

し
っ
か
り
と
活
用
す
る
よ
う
に
教

え
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
／
生
涯
学
習
課 

☎

４
９
２

−

２
７
１
５

びLIN
E

で
の
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
窓

口U
RL

）http://w
w

w.jinken.
go.jp/kodom

o

（LIN
E

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
）@sns.

jinkensoudan

▼
実
施
機
関
／
８
月
27
日（
土
）

～
９
月
１
日（
木
）

▼
受
付
時
間
／
８
時
30
分
～
19

時 
※
た
だ
し
、８
月
27
日（
土
）、

８
月
28
日（
日
）は
10
時
～
17
時

▼
相
談
内
容
／
い
じ
め
、不
登

校
、体
罰
、児
童
虐
待
な
ど
子
ど

も
の
人
権
問
題

▼
担
当
者
／
人
権
擁
護
委
員
、法

務
局
職
員

▼
問
合
せ
／
大
阪
法
務
局
人
権
擁

護
部
第
三
課 

☎
06

−

６
９
４
２

−

９
４
９
２

～
家
庭
で
心
が
け
、こ
ど
も
た
ち

に
伝
え
ま
し
ょ
う
～

■
５
つ
の
約
束
ま
も
ろ
う
ね
！

①
一
人
で
遊
び
ま
せ
ん
。

②
知
ら
な
い
人
に
つ
い
て
行
き
ま

せ
ん
。

③
つ
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た

ら
大
声
を
出
し
て
た
す
け
を
も
と

▼
日
時
／
９
月
11
日（
日
）10
時

45
分
～
13
時（
予
定
）

▼
場
所
／
健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー（
ピ
ア
ッ
ツ
ア
５
）

※
詳
細
は
、チ
ラ
シ
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 
☎

４
９
２

−

２
４
２
４

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で

は
、「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

を
設
置
し
、子
ど
も
を
め
ぐ
る
人

権
問
題
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る

な
ど
子
ど
も
の
人
権
問
題
の
解

決
に
努
め
て
い
ま
す
。強
化
週
間

を
実
施
し
、平
日
の
相
談
時
間
を

延
長
す
る
と
と
も
に
、土
日
に
も

相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
電
話
番
号
／
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番 

☎
０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。電
話
相
談
以
外
に
も
、

通
年
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
子
ど
も

の
人
権
S
O
S‒

e
メ
ー
ル
）お
よ

令
和
４
年
度

岬
町
健
康
長
寿
ま
つ
り

８
月
は「
こ
ど
も

１
１
０
番
月
間
」で
す

全
国
一
斉「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
の
お
知
ら
せ

　地域おこし協力隊の根田です。7月は深日港フェ
スティバルやその他にもイベントの企画や参加をす
ることで、岬町のみなさまと交流を持つことができま
した。
　YouTube「みさきおこしチャンネル」では子ども
たちと虫捕りに行く動画を企画中です。自然いっぱ
いの岬町は子どもたちの冒険の舞台としては最高
です。子どもたちが夢中で遊べる季節、安全に遊
べるように見守りたいものです。その他にも楽しい
企画を計画中です。取材に来てくださいというお声
もいただくようになりました。お気軽にお声がけくだ

さい。
　また、岬町交流館「ミサキノヒトフク」でも引
き続き、様々な企画の募集をしていますので、
atukonda69@gmail.comまでメールをください。
一緒に未来の先の岬町を描きましょう！
　引き続きよろしくお願いします。
▶問合せ/まちづくり交流館（多奈川谷川3400-6 
多奈川駅徒歩1分） ☎492-2775（企画）

町外から本町に移住してきた地域おこし協力隊は、まちの地域資源や空き家を活用した事業や移住者支援、農漁業の活
性化、それら事業に関わる広報など地域活性化に向けた事業に取り組んでいます。現在、多奈川駅前の元旅館を改装した
まちづくり交流館で活動しています。まちづくり交流館では貸館事業をおこなっています。ぜひお越しください。

まちづくり
交流館HP

みさきおこし
チャンネル

地域おこし協力隊
根田

地域おこし協力隊って？

 地域おこし協力隊通信 vol.21
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お らし せ

関西国際空港からのお知らせ
関西国際空港でのSDGSへの取り組み
　関西エアポートは、よりよい世界の実現に向
けてSDGs：Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）の推進に取り組んでい
ます。世界が直面するさまざまな問題の解決のた
めに、関西国際空港での取り組みの一部をご紹
介します。他にも関西3空港ではいろいろな取り

▶問合せ／泉州南広域消防本部 警防部警備課 ☎462-1080（直通）、469-0119（代表）、 460-2119

組みを行っていますので、ぜ
ひウェブサイトで「関西エア
ポートSDGs」で検索してみ
てください。
▶問合せ／関西国際空港案
内 ☎455-2500

■防災対策
○屋根瓦などを点検し、雨どいや周辺の排水路な
どの清掃をしておきましょう。
○風で飛ばされそうな、物干し竿、プランター、ごみ
箱などは固定するか収納しておきましょう。
○災害避難時に備えて懐中電灯、ラジオ、飲料水、
医薬品など必要なものを、すぐに持ち出せるように
準備しておきましょう。
○事前に学校や公民館などの避難場所を確認し
ておき、危険を感じたらすぐに避難しましょう。
　その際は、増水した河川など危険な場所には近
づかないようにしましょう。

　強風による家屋への被害や、飛散物による人的被害も多く発生していますので、テレビや
ラジオ等による気象情報に注意し、自身の身を守る行動を取ってください。
　また、日頃から防災のための対策を立てておき、被害を最小限にくい止めるよう心がけましょう。

●火災・救急・救助は局番なしの☎119番
●携帯電話からも局番なしの☎119番
●医療機関照会・救急医療相談は「救急安
心センターおおさか」
携帯電話・プッシュ回線からは☎「＃7119」
IP電話・ダイヤル回線から
は☎「06-6582-7119」

台風対策は万全ですか？

非常持出品の一例

▲

©kansai Airports SORAYAN
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い
ま
す
。

　

日に
ち
じ
ょ
う常
生せ
い
か
つ活
に
必ひ
つ
よ
う要
な
基き
そ
て
き

礎
的

な
学が

く
り
ょ
く力や
知ち
し
き識
を
身み

に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
、中ち

ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
の
卒
そ
つ
ぎ
ょ
う業
資し
か
く格

を
取と

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
ひ
ら
が
な
か
ら
勉べ

ん
き
ょ
う強
で
き
、

授じ
ゅ
ぎ
ょ
う
り
ょ
う

業
料
は
無む
り
ょ
う料
で
す
。

※
外が

い

国こ
く
せ
き籍
の
方か
た
も
入
に
ゅ
う
が
く学で
き
ま
す
。

▼
受う

け
つ
け
き
か
ん

付
期
間
／
令れ
い
わ和
４
年ね
ん

８

月が
つ

25
日に
ち（

木も
く
よ
う
び

曜
日
）か
ら
９
月が
つ

９

日か
（
金き
ん
よ
う
び

曜
日
）ま
で（
土ど
よ
う
び

曜
日
、

日に
ち
よ
う
び

曜
日
、祝し
ゅ
く
じ
つ日は
除の
ぞ

き
ま
す
。）

▼
問と

い

合あ
わ

せ
／
○
岸き
し

城き

夜や
か
ん間

中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校 

☎
４
３
８

−

６
５
５
３

○
岸き

し

わ

だ

し

和
田
市
教き
ょ
う
い
く育

委い
い
ん
か
い

員
会

（
総そ

う
む
か

務
課
） 

☎
４
２
３

−

９
６
０
７

出
し
く
だ
さ
い
。

　

牛
乳
パ
ッ
ク
は
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
に
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
す
の

で
、切
り
開
い
て
廃
品
回
収
時
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。廃
品
回
収
の

収
益
金
は
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

有
意
義
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、廃
品
回
収
の
延
期
や
中

止
、実
施
方
法
の
変
更
な
ど
が
生

じ
た
場
合
は
、学
校
だ
よ
り
や
掲

示
板
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
日
時
／
９
月
４
日（
日
）８
時
～

（
小
雨
決
行
）

▼
問
合
せ
／
多
奈
川
小
学
校 

☎

４
９
５

−

５
０
２
８

▼
対
象
者
／
府
内
に
在
住
す
る
被

爆
二
世
で
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方

▼
申
込
み
／
９
月
１
日(

木)

～
10

月
31
日(
月)
の
期
間
に
泉
佐
野

保
健
所
で
受
付(
実
父
母
ど
ち
ら

か
の
被
爆
者
健
康
手
帳
の
番
号

が
必
要)

▼
実
施
日
と
健
診
場
所
／
申
し
込

み
を
さ
れ
た
後
、本
人
に
直
接
通
知

(

受
診
日
時
の
指
定
は
で
き
ま
せ
ん
。)

▼
費
用
／
無
料

▼
問
合
せ
／
大
阪
府 

健
康
医
療

部 

保
健
医
療
室 

地
域
保
健
課 

世帯数 人口 男 女

世帯／人 7,483 14,902 7,019 7,883

前月比 -144 -170 -133 -37

前年同月比 +12 -226 +92 -134

令和4年7月1日現在人人の動動き

蓋
然
性
が
強
い
場
合

(

例
１)

複
数
の
感
染
者
が
確
認
さ

れ
た
労
働
環
境
下
で
の
業
務

(

例
２)

顧
客
等
の
近
接
や
接
触
の
機

会
が
多
い
労
働
環
境
下
で
の
業
務

○
医
師
・
看
護
師
や
介
護
の
業
務
に

従
事
さ
れ
て
い
る
方
々
に
つ
い
て
は
、

業
務
外
で
感
染
し
た
こ
と
が
明
ら
か

な
場
合
の
除
き
、原
則
と
し
て
対
象

○
症
状
が
持
続
し(

罹
患
後
症
状

が
あ
り)

、療
養
等
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
場
合
も
保
険
給
付
の
対
象

　

詳
し
く
は
、厚
生
労
働
省
Ｈ

Ｐ
の
Ｑ
＆
Ａ(
項
目「
５ 

労
災
補

償
」)

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
大
阪
労
働
局
労
働

基
準
部
労
災
補
償
課 
☎
06

−

６
９
４
９

−

６
５
０
７

　

５
月
の
廃
品
回
収
実
施
の
際

に
は
、み
な
さ
ま
か
ら
多
大
な
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

第
２
回
目
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
廃

品
回
収
も
感
染
症
拡
大
防
止
策

を
講
じ
な
が
ら
実
施
す
る
予
定
で

す
。ご
協
力
の
い
た
だ
け
る
方
は
、

各
地
区
の
回
収
方
法
に
沿
っ
て
お

経
済
産
業
省

「
８
月
は
電
気
使
用

安
全
月
間
で
す
」

多
奈
川
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
廃
品
回
収

の
お
知
ら
せ

疾
病
対
策
・
援
護
グ
ル
ー
プ 

☎
06

−

６
９
４
４

−

９
１
７
２（
直
通
）

　

令
和
４
年
12
月
31
日
期
限
の
特

定
医
療
費(

指
定
難
病)

受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
で
、令
和
５
年
１
月

１
日
以
降
も
継
続
し
て
医
療
費
の

助
成
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、有
効

期
間
内
に
更
新
申
請
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、更
新
の
対
象
と
な
る

方
に
お
送
り
し
ま
し
た「
更
新
申
請

の
ご
案
内
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ・
申
請
先
／
大
阪
府
泉

佐
野
保
健
所 

地
域
保
健
課 

難

病
担
当 

☎
４
６
２

−

７
７
０
３
、

４
６
２

−

５
４
２
６

　

大お
お
さ
か阪

府ふ
な
い内

に
住す

み
、義ぎ

む務

教き
ょ
う
い
く
育
の
年ね
ん
れ
い齢（
満ま
ん

15
歳さ
い

）を
こ
え
て

い
る
人ひ

と
の
う
ち
、い
ろ
い
ろ
な
事じ
じ
ょ
う情

で
小し

ょ
う
が
っ
こ
う

学
校
や
中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
を
卒そ
つ
ぎ
ょ
う業

で

き
な
か
っ
た
方か

た

、実じ
っ
し
つ
て
き

質
的
に
十
じ
ゅ
う
ぶ
ん分

な
教き

ょ
う
い
く育
を
受う

け
ら
れ
な
い
ま
ま

中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
を
卒そ
つ
ぎ
ょ
う業
し
た
方か
た

を
対
た
い
し
ょ
う象

に
、夜や

か
ん間
中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
教き
ょ
う
い
く
育
を
行お
こ
なっ
て

○
電
気
事
故
防
止
の
た
め
、身
近

な
配
線
・コ
ン
セ
ン
ト
を
確
認
し
て

み
ま
し
ょ
う
。コ
ー
ド
を
束
ね
た
ま

ま
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
！
束

ね
た
ま
ま
電
気
を
使
用
す
る
と
、

過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

○
無
資
格
の
電
気
工
事
は
危
険

で
す
の
で
必
ず
有
資
格
者
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。シ
ロ
ウ
ト
工
事
は

危
険
で
す
！
コ
ン
セ
ン
ト
や
専
用

回
路
の
取
り
付
け
な
ど
の
電
気

工
事
を
行
う
場
合
は
、電
気
工
事

店
や
電
気
工
事
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／（
一
財
）関
西
電
気
保
安

協
会 

☎
06

−

７
５
０
７

−

２
２
６
０

～
業
務
に
よっ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
、労
災
保

険
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
～

○
感
染
経
路
が
業
務
に
よ
る
こ
と

が
明
ら
か
な
場
合

○
感
染
経
路
が
不
明
の
場
合
で

も
、感
染
リ
ス
ク
が
高
い
業
務
に

従
事
し
、そ
れ
に
よ
り
感
染
し
た

厚
生
労
働
省
か
ら
の

お
知
ら
せ

被
爆
二
世
健
康
診
断

特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）

受
給
者
証
の
更
新
申
請
を

お
忘
れ
な
く
！

岸き
し
き城
中ち

ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校
夜や

か
ん間

学が
っ
き
ゅ
う級
生せ

い
と徒
を
募ぼ

し
ゅ
う集
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淡 =淡輪公民館休館日　 ア =アップル館休館日　 ピ =ピアッツァ5休館日　 さ =さんぽるた（深日港観光案内所）休所日
生 =生涯学習課（青少年センター・文化センター）休館日　 歴 =岬の歴史館休館日　 と =とっとパーク小島休園日
観 =みさき公園駅前観光案内所休所日　 み =みさき公園休園日 ※7月1日から町立みさき公園が一部先行開園しています。
※みさき公園住民票・印鑑証明書発行コーナー開所日は毎週火、木、土曜（祝日を除く）の9時30分〜15時30分です。
※詳しい内容は掲載ページをご覧ください。（  ）内の数字は掲載ページまたは掲載号

月のカレンダー8
日 月 火 水 木 金 土

31 1 2 3 4 5 6
乳幼児育児健康
相談（7月号）

人権相談（P15） 夏休みおはなし
会（7月号）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

7 8 9 10 11〈山の日〉 12 13
出張ほのぼのク
ラブ（7月号）
法律相談、生活
困窮に関する相
談（P15）

夏休みおはなし
会（7月号）

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み 淡 ア 生 歴 と

14 15 16 17 18 19 20
陸ガニ観 察 会

（7月号）
相続・遺言相談

（P15）
行政相談（P15） 夏休みおはなし

会（7月号）

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

21 22 23 24 25 26 27
発達クリニック

（P15）
園庭遊び（P4） 出張ほのぼのク

ラブ（P4）
法律相談、障が
い者相談（P15）

定例おたのしみ
会（P4）

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

28 29 30 31 1 2 3
乳児わらべうた

（P4）
各種がん検診

（P5）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み
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※1 新型コロナウイルス感染症予防のため、できるだけ電話相談をご利用ください。
※災害等やむを得ない事情により開催できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

各各 種種 相相 談談 ConsultationConsultation
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

法律相談法律相談（予約制）（予約制） 8月10日（水）・24日（水）
14時〜17時（定員6名）

○第2庁舎1階会議室
企画地方創生課 ☎492-2775
右記フォーム（二次元コード）から
も申し込み可能です。

行政相談行政相談（予約制）（予約制）
8月17日（水）10時〜12時（おひとりに
つき、15分ずつの相談となります。相談
日前日の正午までにご予約ください。）

○役場相談室
企画地方創生課 ☎492-2775

障がい者相談障がい者相談
○愛の家「みらい」相談室
24時間対応（夜間は電話対応）

○愛の家「みらい」相談室 ☎494-1200
494-0102／ mirai@ainoie.jp

○障がい者出張相談（要予約）
8月24日（水）13時〜15時

○役場相談室
地域福祉課 ☎492-2700

介護相談介護相談 〈平日〉9時〜17時30分 ○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058

教育に関する相談教育に関する相談 〈平日〉13時30分〜15時（要予約） ○学校教育課・指導課 ☎492-2719

消費者相談消費者相談 8月12日（金）13時〜16時 ○役場監査委員室
産業観光促進課 ☎492-2749

人権擁護委員による人権擁護委員による
人権相談人権相談 ※1 ※1

8月2日（火）13時30分〜15時
8月16日（火）13時30分〜15時

○監査委員室
人権推進課 ☎492-2773

人権協会による人権協会による
人権相談人権相談 ※1 ※1

月・火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

水・金曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

総合生活相談総合生活相談 ※1 ※1

水・金曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

火・木曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

地域就労支援相談地域就労支援相談 ※1 ※1

月〜金曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

月・木曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

障がい者就労・生活相談障がい者就労・生活相談 〈平日〉9時〜17時 ○NPO法人障害者自立支援センター
☎463-7867／ 463-7890

保健師健康相談保健師健康相談 〈随時〉（対象：どなたでも） ○保健センター ☎492-2424

発達クリニック発達クリニック（要予約）（要予約）
8月22日（月）〈受付〉13時15分〜（対
象：乳幼児）※小児科医師の相談があ
ります。詳しくはお問い合わせください。

○保健センター ☎492-2424

乳幼児育児健康相談乳幼児育児健康相談 9月5日（月）
10時〜11時30分（対象：乳幼児） ○保健センター ☎492-2424

育児相談育児相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○子育て支援センター ☎492-1350
療育相談療育相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○こぐま園 ☎492-1131

相続・遺言相談相続・遺言相談（予約制）（予約制） 8月16日（火）13時〜16時
※行政書士による相談をおこないます。

○保健センター
予約／企画地方創生課 ☎492-2775

出張福祉なんでも相談出張福祉なんでも相談 新型コロナウイルス感染予防のため
休止しています。

○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058
○いきいきネット相談支援センター
☎492-2955（平日相談も受け付けています。）
○岬町社会福祉協議会 ☎492-0633

生活困窮に関する相談生活困窮に関する相談
（随時の場合は要予約）（随時の場合は要予約） 8月10日（水）14時〜16時 ○大阪府岸和田子ども家庭センター 生活

福祉課 はーと・ほっと相談室 ☎441-2760
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■編集・発行／岬町役場 企画地方創生課　〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
■広報に関するご意見・問合せ／☎072-492-2775
    （各課へのお問い合わせは直通番号をご利用ください。）
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公式LINE 公式インスタグラム 公式Facebook

http://www.town.
misaki.osaka.jp

ホームページ

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について】
広報岬だよりに掲載している記事や広告の内容が変更されたり、各種相談・イベントなどが、中止・延期になる場合があります。最新情報
は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

まちのできごと

　紙谷 俊行さんが高齢者叙勲（瑞宝双光章）を受
章されました。紙谷さんは、昭和32年から平成6年ま
で教職員として、町内では岬中学校や多奈川小学
校で勤務し、平成2年から4年間は多奈川小学校の
校長として、子どもたちの教育に携わり、教育者とし

て誠心誠意、一貫して
教育の振興に尽力され
ました。紙谷さんの永年
のご労苦に深く敬意を
表します。おめでとうご
ざいます。

▶問合せ／学校教育課 ☎492-2719

受章おめでとうございます

　町長は、岬町監査委員の小坂 巍さんが令和4年
6月30日の任期満了をもって退任されることに伴い、
感謝状を贈呈するとともに、これまでのご功労に対し
て謝意を述べました。

　小坂さんは岬町監査
委員として、永年にわた
り本町の財務事務の監
査にご尽力いただきま
した。

▶問合せ／総務課 ☎492-2721

岬町監査委員の小坂 巍さんに
感謝状を贈呈しました

　令和4年春の叙勲において、三浦 利枝子さんが
旭日双光章を受章されました。三浦さんは、永年、ス
ポーツ振興の職務に尽力され、この度その功績が評
価されました。三浦さんの永年のご労苦に深く敬意

を表します。おめで
とうございます。

▶問合せ／町長公室担当 ☎492-2775

受章おめでとうございます

＠osaka_misaki_official

　岬町公式インスタグラムで掲載した町内
のおすすめスポットや美しい景色などの写
真の中から、ピックアップして紹介します。

Instagram photoコーナー


